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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１２月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２５年８月２３日 ０２時００分ごろ～０４時００分ごろの間）

発生場所 不明（北海道根室市所在の納沙布岬東方６５海里（Ｍ）付近～同岬東

南東方４３Ｍ付近の間） 

事故調査の経過  平成２５年８月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十八錦
きん

隆
りゅう

丸、１９トン 

 ＨＫ２－２１３３５（漁船登録番号）、個人所有 

 １７.７９ｍ（Lr）×４.４１ｍ×１.５５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７３５.５０kＷ、昭和６３年４月２日 

 第２００－２６５５９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５３年３月３日 

  免許証交付日 平成２３年１２月５日 

         （平成２９年４月９日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ６７歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長、甲板員Ａほか５人が乗り組み、納沙布岬東方の漁場

でさんま棒受け網漁を終え、根室市花咲港へ帰るため、船長が単独で

操船に当たり、他の乗組員は船員室や食堂で、それぞれ休憩をとりな

がら、西南西進した。 

 甲板員Ａは、平成２５年８月２３日０２時００分ごろ納沙布岬東方

６５Ｍ付近において航行中、食堂で休憩しているところを乗組員に目

撃されていた。 

 操機長は、０４時００分ごろ納沙布岬東南東方４３Ｍ付近におい

て、甲板員Ａの姿が見当たらないことに気付き、船長に報告した。 

 船長は、乗組員に船内を捜させたところ、船尾甲板左舷側で甲板員

Ａのスニーカーの片方を発見したが、甲板員Ａを発見できなかったの

で、甲板員Ａが海中転落したものと思い、１１８番通報を行った後、
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付近を航行していた僚船及び所属漁業協同組合に船舶電話で事態を伝

え、捜索を開始した。 

 甲板員Ａは、僚船、海上保安庁の巡視船及び航空機による捜索が行

われたものの、発見されずに行方不明となり、後日、死亡届により除

籍された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２、視程 約３Ｍ 

海象：波向 南東、波高 約１ｍ、水温 約１７℃ 

日出時刻 ０４時２４分 

 その他の事項 

 

 甲板員Ａは、漁船員の経験が豊富であり、持病がなく、体調不良を

訴えておらず、本事故当時は飲酒をしていなかった。 

 甲板員Ａは、食堂で目撃された際、スウェットシャツ及びスウェッ

トパンツを着用し、スニーカーを履いていた。 

 本船は、操舵室が船体中央にあり、操舵室の後方に船内への出入口

が設けられ、上甲板下に食堂があり、食堂の下が船員室となってい

た。また、本船の船尾甲板は敷板で覆われ、ブルワークの高さは敷板

から約３０cm であった。 

 本船は、甲板作業が終了した後に作業灯を消灯しており、本事故当

時は甲板上を照らす明かりがなかった。 

 ０２時００分ごろから０４時００分ごろの間に、落水音等の異常に

気付いた乗組員はいなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 甲板員Ａは、行方不明となり、後日、死亡届により除籍された。 

 本船は、納沙布岬東方沖の漁場から花咲港に向けて西南西進中、

０２時００分ごろ、納沙布岬東方６５Ｍ付近において、甲板員Ａが、

食堂で休憩しているところを乗組員に目撃された後、０４時００分ご

ろ、同岬東南東方４３Ｍ付近において、甲板員Ａが船内にいないこと

が判明したことから、この間において、甲板員Ａが落水したものと考えら

れるが、落水に至った状況を明らかにすることはできなかった。

 なお、甲板員Ａの救命胴衣の着用状況については、明らかにするこ

とはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、納沙布岬東方沖の漁場から花咲港に向け

て西南西進中、甲板員Ａが落水したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中、乗組員の安全を確保するために、見張りの妨げとならな

いような甲板上の照明を設けることが望ましい。  


